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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆
様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送り
いたします。

第６期定時株主総会
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

■事業報告
主要な事業所
使用人の状況
新株予約権等の状況
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
会社の支配に関する基本方針
■連結計算書類
連結持分変動計算書
連結注記表
■計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

プログレス・テクノロジーズ　グループ株式会社
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主要な事業所、使用人の状況

本社 東京都江東区青海一丁目１番20号

プログレス・テクノロジーズ株式会社 東京都江東区青海一丁目１番20号
Ｓ＆ＶＬ株式会社 群馬県太田市植木野町880

主要な事業所（2026年２月28日現在）
① 当社

② 子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

デ ジタルソリューション事業 568名 －

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比
増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

21名 ４名減 37.7歳 7.5年

使用人の状況（2026年２月28日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数には、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトは含まれておりません。
２．当社グループの事業セグメントは単一であるため、セグメント別の使用人数の記載はしておりませ

ん。
３．当連結会計年度より企業集団の使用人の状況を記載しているため、前期との比較は行っておりませ

ん。

② 当社の使用人の状況

（注）１．使用人数には、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトは含まれておりません。
２．平均勤続年数は、当社グループでの勤続年数を通算しております。

－ 1 －
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新株予約権等の状況

第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2023年２月24日 2023年２月24日

新 株 予 約 権 の 数 5,982個　 9,250個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 119,640株
（新株予約権１個につき 20株）　

普通株式 185,000株
（新株予約権１個につき 20株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない 新株予約権１個当たり161円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 9,280円
（１株当たり 464円）　

新株予約権１個当たり 9,280円
（１株当たり 464円）　

権 利 行 使 期 間 2025年２月25日から
2033年２月24日まで

2025年２月25日から
2033年２月24日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 及 び
社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数 3,964個
目的となる株式数 79,280株
保有者数 3名　

新株予約権の数 9,250個
目的となる株式数 185,000株
保有者数 2名　

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況

（注）１.第１回新株予約権の行使の条件は、以下の通りです。
(1)新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、

当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなけれ
ばならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役
会（当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会）が正当な理由があると認めた場合はこの
限りではない。

(2)新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所（TOKYO PRO Marketを除く）
に上場することを条件とする。

(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。た
だし、取締役会（当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会）が認めた場合はこの限りで
はない。

(4)本新株予約権の行使は、１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ

－ 2 －
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新株予約権等の状況

ないものとする。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
２.第２回新株予約権の行使の条件は、以下の通りです。

(1)新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、割当日から３年を経過す
る日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行さ
れた新株予約権の 全部について権利行使できないものとする。

① １株当たり9,280円（当社の普通株式について株式分割又は株式併合が行われる場合には、そ
の比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。）を下
回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合（ただし、払込金額が、会
社法第199条第3項、同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。）

② １株当たり9,280円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式１
株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が１株当たり9,280円を下回る価格の証券の発行
が行われた場合

③ １株当たり9,280円を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行わ
れたとき（ただし、当該取引時点における実際の株式価値よりも著しく低いと認められる価格
で取引が行われた場合を除く。）

④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、か
つ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、9,280円を下回る価格と
なったとき

(2)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問そ
の他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退
任又は定年退職した場合、あるいは取締役会（当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総
会）が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

(3)新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所（TOKYO PRO Marketを除く）
に上場することを条件とする。ただし、取締役会決議（当社が取締役会設置会社でない場合には、
株主総会決議）により、新株予約権を行使することを認めた場合はこの限りではない。

(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(5)本新株予約権の行使は、１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ

ないものとする。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)上記(3)の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収（以下に定義する。）について、法令上

必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定（以下「買収決議等」という。）が行わ
れた日以降当該買収の効力発生日の５日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができる

－ 3 －
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新株予約権等の状況

ものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
① 当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者（その子会社及び関連会社を含む。）により取

得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第8条で定義される「子
会社」及び「関連会社」を意味する。

② 当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後
の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50％未満となること。

③ 当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することと
なる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50％未満と
なること。

④ 当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有する
こととなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50％
未満となること。

⑤ 他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有
することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の
50％未満となること。

⑥ 当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させる
こと。

３．当社は、2025年１月10日開催の取締役会決議により、2025年１月29日付で普通株式１株につき
20株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数」、「新株予約権の払込金額」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が
調整されております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 4 －
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26百万円

会計監査人の状況
(1) 名称 シンシア監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、関係部署からの報告をもとに会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見
積の算定根拠、また他社の情報などを勘案し審議した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると
判断し、同意しております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人か
ら必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討いたします。また、会計監査人の再任の適否の
判断に当たって、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職
務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかについて確認することと
しております。会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査等委員会は、会社法第340条第３項及び第５項に基づき、会計監査人を解任した場合の解
任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明いたします。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の一層の充実を図るため、2024年３月１日開催
の臨時株主総会の承認を経て、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
　当該企業統治体制を採用する理由としては、独立性を有する監査等委員が取締役会における議
決権を持つことにより議論の活性化を促すとともに、監査等委員会が内部統制システムを積極的
に活用して監査を行うことが、法令遵守のみならずステークホルダーとの適切な協働関係を維持
するにあたり、ふさわしい体制であると判断したためであります。

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ健全に

行われるために当社グループの掲げるビジョン・ミッション・バリュー及び「企業倫理
規程」、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を遵守する。

（b）当社グループは、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を中心に、グルー
プ全体のコンプライアンスの体制整備・強化を図る。

（c）当社グループは、法令違反及び行動規範の違反またはそのおそれに関する相談窓口であ
る「プログレス・テクノロジーズ グループ ホットライン制度」の利用を促進し、当該事
実の早期発見に努める。

（d）当社グループは、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライ
アンス意識の啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス体制の強化を図る。

（e）社長直轄の内部監査部門である「内部監査グループ」は、当社グループに対する業務執
行の適法性・妥当性確認、ガバナンスとプロセスの有効性確認、コンプライアンス等の
検証を目的とした内部監査を実施する。

（f）当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に
基づき、内部統制を整備・運用する。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行
う。

（g）当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステーク
ホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応する。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（a）当社グループは、取締役の職務執行に関わる情報について、法令及び社内規程等に基づ

き、適切に保存、管理を行う。
（b）当社グループの取締役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（a）当社グループは、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」に基づき、リスクの

把握と管理を行う。また、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」におい
て、委員長及び業務執行取締役、各本部長、管理部長、総務担当者が委員として参加
し、当社グループのリスクの低減と防止のための活動及び危機発生に備えた体制整備を
行う。

（b）当社「内部監査グループ」は、当社グループのリスク管理の状況把握、内部統制の有効
性評価・改善のために、内部監査を実施し、監査結果を社長及び監査等委員に報告す
る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（a）当社グループの取締役会は、法令及び社内規程に則り定期的に開催するほか、必要に応

じて臨時に開催する。経営上重要な事項については、事前に執行役員等で構成する会議
体で審議したうえで、取締役会の決議を行う。

（b）当社グループの取締役会は、全社的な目標を定め、業務執行取締役はその目標達成に向
けて各部門の目標設定や予算管理、具体策等を立案・実行する。

（c）当社グループの組織及び業務分掌、並びに業務執行に関する各職位の責任、権限、決裁
基準については社内規程に定め、各職位の基本的な機能及び相互関係を明らかにし、機
動的な意思決定、業務遂行を図る。
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⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
（a）当社及び子会社における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、

子会社における経営上の重要な案件について、当社取締役会における決裁・報告を行
う。

（b）当社及び子会社におけるコンプライアンス・リスク管理体制として、「コンプライアン
ス・リスクマネジメント規程」を子会社に適用する。また、子会社は、法令違反その他
コンプライアンス・リスク管理上問題があると認めた場合は、直ちに「コンプライアン
ス・リスクマネジメント委員会」に報告する。

（c）当社「内部監査グループ」は、当社及び子会社における業務の適正を確保するため、当
社及び子会社の内部統制について監査し、監査結果を当社社長及び監査等委員に報告す
る。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項

　監査等委員会がその職務の補助者を求めた場合は、使用人の中から適切な者を指名し、監査
等委員会の同意を得たうえで、補助の任に当たらせる。また、当該使用人は取締役（監査等委
員である取締役を除く）及び執行役員から独立し、監査等委員会の指揮命令のもと、その補助
職務に従事するものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員からの指揮
命令は受けない。

⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告する
ための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（a）当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人は、当
社グループの業務または業績に重大な影響を与える事実を発見した場合、違法行為や不
正行為を発見した場合には、遅滞なく監査等委員会に報告し、また、監査等委員会から
の求めにより、必要に応じて業務・財務等の状況について報告する。

（b）当社「内部監査グループ」は、適宜内部監査結果を監査等委員会に報告する。
（c）当社グループは、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由

として不利な取り扱いをすることを禁じる。
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⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（a）取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人は、監査等委員会監査

に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
（b）監査等委員は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行を監査するた

め、取締役会のほか、重要な会議体へ出席し、必要な資料の閲覧等を行うことができ
る。

（c）監査等委員は、会計監査人及び「内部監査グループ」との連携を密にし、効率的かつ効
果的な監査を行う。

（d）監査等委員の職務の執行に伴い生ずる費用については、当社がこれを負担するものと
し、速やかに精算を行う。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。

① 取締役会
　当社の取締役会は、６名の取締役（うち監査等委員である取締役３名）で構成されておりま
す。原則として月１回開催される定時取締役会と必要に応じて開催される臨時取締役会に取締
役が出席し、法令、定款及び「取締役会規程」等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定
並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
　取締役会の構成員は、代表取締役中山岳人（議長）、取締役澤井大輔、取締役長友一郎、社
外取締役平野雅昭（常勤監査等委員）、社外取締役斎藤誠二（監査等委員）及び社外取締役平
田肇（監査等委員）であります。また、必要に応じて、当社グループの役職員がオブザーバー
として参加しております。
　当事業年度は、月１回の定時取締役会と臨時取締役会を合計20回開催しており、６名の取
締役が全ての会に出席し、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を検討
しております。

② 監査等委員会
　当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員３名で監査等委員会を構成しておりま
す。監査等委員会は原則として月１回開催、また必要に応じて随時開催しており、監査等委員
である取締役が出席し、法令、定款及び「監査等委員会規則」等に従い、監査の方針、監査計
画等を決定しております。さらに監査等委員会にて決定された方針・計画に基づき、内部監査
及び会計監査人と連携しつつ、監査を行っております。また、監査等委員である取締役は取締
役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べておりま
す。
　監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である社外取締役平野雅昭（議長）、社外取締役
斎藤誠二（監査等委員）及び社外取締役平田肇（監査等委員）であります。

③ 内部監査グループ
　当社は、当社グループ全体の経営の効率性、適法性、健全性を確保するために内部監査グル
ープに専任者１名を置き、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性等について、
当社各部門及び各子会社に対して年１回内部監査を実施し、代表取締役に結果を報告しており
ます。また、被監査部門に対して業務改善に向けた指示を行い、その後の改善状況についてフ
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ォローアップを実施することによって、内部監査の実効性を確保しております。

④ 会計監査人
　当社は、シンシア監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。な
お、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害
関係はありません。

⑤ 経営会議
　当社は、当社グループにおける取締役会付議事項を含む経営戦略上の重要事項について、そ
の方向性や方針を議論するために経営会議を設置しております。経営会議は、当社の代表取締
役を含む全取締役及び執行役員、当社子会社の代表取締役及び執行役員で構成されておりま
す。経営会議は原則として月１回開催、また必要に応じて臨時に開催され、株主総会及び取締
役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項等の重要事項について審議し
ております。
　経営会議の構成員は、代表取締役中山岳人（議長）、取締役澤井大輔、取締役長友一郎、社
外取締役平野雅昭（常勤監査等委員）、社外取締役斎藤誠二（監査等委員）、社外取締役平田
肇（監査等委員）、執行役員谷邊紘史、子会社代表取締役等であります。

⑥ コンプライアンス・リスクマネジメント委員会
　当社は、当社グループにおけるリスクマネジメント及びコンプライアンスを徹底するため、
コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しており、定例会を四半期に１回開催
し、また取締役会において、定期的に情報共有を図っております。
　コンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、代表取締役中山岳人を委員長、取締役澤
井大輔を副委員長とし、業務執行取締役、当社グループの各本部長、管理部長、総務担当の選
出を必須とする委員で構成しております。
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会社の支配に関する基本方針
　当社は会社の支配に関する基本方針は定めておりませんが、企業価値及び株主共同の利益に資さ
ない行為が行われた場合は、社会的な動向等も十分に見極めつつ慎重に検討し、適切に対応してま
いります。
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親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 その他の資本
の構成要素 合 計

当 期 首 残 高 10 1,745 1,875 － 26 3,657

当 期 利 益 － － 1,181 － － 1,181

当 期 包 括 利 益 合 計 － － 1,181 － － 1,181

新 株 の 発 行 647 640 － － － 1,288

自 己 株 式 の 取 得 － △0 － △106 － △107

株 式 報 酬 取 引 － － 0 － △4 △4

所有者との取引額合計 647 639 0 △106 △4 1,176

当 期 末 残 高 657 2,385 3,057 △106 21 6,015

合 計

当 期 首 残 高 3,657

当 期 利 益 1,181

当 期 包 括 利 益 合 計 1,181

新 株 の 発 行 1,288

自 己 株 式 の 取 得 △107

株 式 報 酬 取 引 △4

所有者との取引額合計 1,176

当 期 末 残 高 6,015

連結持分変動計算書（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結計算書類の作成基準
　当社及びその子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１
項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。
なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略しております。

(2) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 プログレス・テクノロジーズ株式会社

Ｓ＆ＶＬ株式会社

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 金融商品

イ. 金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

　当社グループは、金融資産について契約の当事者となった時点で当初認識し、（a）償却原価で測定
する金融資産、（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産のいずれかに分類しております。こ
の分類は、当初認識時に決定しております。なお、営業債権及びその他の債権については、これらの発
生日に当初認識しております。
　純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される金融資産は公正価値で測定しておりますが、そ
れ以外の金融資産は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。ただし、重大な金融要素
を含んでいない営業債権及びその他の債権は取引価格で測定しております。

（a）償却原価で測定する金融資産
　以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基
づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロ
ーが特定の日に生じる。
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（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　上記(a)以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

（ⅱ）事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下の通り測定しております。

（a）償却原価で測定する金融資産
　償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価法により測定しております。

（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　当該金融資産の公正価値の事後的な変動額は純損益として認識しております。

（ⅲ）金融資産の減損
　償却原価で測定する金融資産の予想信用損失について、貸倒引当金を計上しております。当社グルー
プは、期末日ごとに測定する金融資産に係る信用リスクが当初認識時点以降に著しく増大しているかど
うかの評価に基づき貸倒引当金を認識しております。
　金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る貸
倒引当金を12ヶ月の予想信用損失と同額で測定しております。一方で、金融商品に係る信用リスクが
当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失
と同額で測定しております。ただし、重大な金融要素のない営業債権等については、常に貸倒引当金を
全期間の予想信用損失と同額で測定しております。
　信用リスクの著しい増大の有無は、債務不履行発生のリスクの変化に基づいて判断しており、債務不
履行とは、債務者による契約上のキャッシュ・フローの支払いに重大な問題が生じ、金融資産の全体又
は一部分を回収するという合理的な予想を有していない状態と定義しております。当社グループは、期
日経過が90日以上となる場合など金融資産の全体又は一部分について回収できず、又は回収が極めて
困難であると判断された場合には、債務不履行とみなしております。
　予想信用損失は、契約上のキャッシュ・フローと回収可能なキャッシュ・フローとの差額に基づいて
おり、見積りに際しては、信用情報の変化、過去の貸倒実績、発行者又は債務者の財政状態並びに将来
予測に関する入手可能で合理的かつ裏付け可能な情報を含んでおります。
　支払遅延の存在、支払期日の延長、外部信用調査機関による否定的評価、債務超過等悪化した財政状
況や経営成績の評価を含む、一つ又は複数の事象が発生している場合には、信用減損が生じた金融資産
として個別的評価を行い、主に過去の貸倒実績や将来の回収可能額等に基づき予想信用損失を測定して
おります。信用減損が生じていない金融資産については、主に過去の貸倒実績に必要に応じて現在及び
将来の経済状況等を踏まえて調整した引当率等に基づく集合的評価により予想信用損失を測定しており
ます。
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　金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、当該金額を貸倒
引当金と相殺して帳簿価額を直接減額しております。

（ⅳ）金融資産の認識の中止
　当社グループの金融資産は、キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資
産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価
値のほとんどすべてが移転している場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループ
が、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲におい
て、資産と関連する負債を認識しております。

ロ. 金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定

　当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債と純損益を通じて公正価値で測定
する金融負債のいずれかに分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。また、当
該金融商品の契約当事者になる取引日において認識しております。
　償却原価で測定する金融負債については、直接帰属する取引費用を控除した金額で測定しております
が、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価値で当初測定しております。

（ⅱ）事後測定
　金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下の通り測定しております。

（a）償却原価で測定する金融負債
　償却原価で測定する金融負債については、実効金利法による償却原価で測定しております。実効金
利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金融費用の一部として当期の
純損益として認識しております。

（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債については、公正価値で測定し、その変動については
当期の純損益として認識しております。

（ⅲ）金融負債の認識の中止
　当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、又
は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
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ハ. 金融資産及び金融負債の表示
　金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で決済するか又は
資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額で
表示しております。

② 棚卸資産
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、主と
して個別法に基づいて算定しており、購入原価、加工費及び現在の場所及び状況に至るまでに要したすべ
ての費用を含んでおります。
　正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売
費用を控除した額であります。

③ 有形固定資産（使用権資産を除く）
（ⅰ）認識及び測定

　有形固定資産については、有形固定資産の認識後の測定において原価モデルを採用し、取得原価から
減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で表示しております。
　取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用を含めることと
しております。
　有形固定資産の重要な構成要素の耐用年数が構成要素ごとに異なる場合は、それぞれ別個（主要構成
要素）の有形固定資産項目として会計処理をしております。

（ⅱ）減価償却費
　土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上
しております。土地及び建設仮勘定は償却しておりません。
　主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下の通りであります。

・建物及び附属設備        ５－15年
・工具、器具及び備品     ２－15年
・機械装置                    ５－15年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があっ
た場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

④ のれん及び無形資産（使用権資産を除く）
（ⅰ）のれん

　取得対価が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれ
んとして計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において差額を純損益とし
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て認識しております。
　のれんの償却は行わず、毎期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施してお
ります。なお、のれんの減損については、「⑥　非金融資産の減損」に記載しております。のれんの減
損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。また、のれんは連結
財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

（ⅱ）無形資産（使用権資産を除く）
（a）認識及び測定

　当社グループは、個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結
合で取得した無形資産は、取得日現在における公正価値で測定しております。当初認識後は原価モデ
ルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で表示しております。

（b)償却
　無形資産は、当初認識後、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却しております。
　主要な無形資産の見積耐用年数は以下の通りであります。

・ソフトウエア                ５年
・顧客関連資産                ９年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった
場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

⑤ リース
（ⅰ）借手のリース

　当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定しておりま
す。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、
当該契約はリースであるか又はリースを含んでいると判定しております。
　契約がリースであるか又はリースを含んでいると判定した場合、リース開始日に使用権資産及びリー
ス負債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定しております。未払リー
ス料総額の現在価値の算定にあたって使用する割引率として、リースの計算利子率が容易に算定できな
い場合には、当社グループの追加借入利子率を割引率として使用しております。使用権資産について
は、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整し、リース契約に基づき要求さ
れる原状回復義務等のコストを加えた額で当初の測定を行っております。
　当初認識後、 使用権資産は、耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって定額法で減価償
却を行っております。なお、リース期間については、リースの解約不能期間に、行使することが合理的
に確実な延長オプション又は行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定して
おります。リース負債は、リース負債に係る金利、支払われたリース料及び該当する場合にはリース負
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債の見直し又はリースの条件変更を反映する金利で事後測定しております。
　リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書に
おいて認識しております。
　ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては使用権資産及
びリース負債を認識せず、リース料総額をリース期間にわたって定額法又は他の規則的な基礎のいずれ
かにより認識しております。

（ⅱ）貸手のリース
　当社グループは、リースをオペレーティング・リース又はファイナンス・リースのいずれかに分類し
ております。原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合には、ファイナン
ス・リースに分類し、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転するものではない
場合には、オペレーティング・リースに分類しております。リースがファイナンス・リースなのかオペ
レーティング・リースなのかは、契約の形式ではなく取引の実質に応じて判定しております。また、中
間の貸手であるサブリースを分類する際には、ヘッドリースが短期リースである場合には、オペレーテ
ィング・リースに分類し、それ以外の場合には、ヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類し
ております。
　リース開始日において、ファイナンス・リースに基づいて所有している資産は、正味リース投資未回
収額に等しい金額で債権として表示しております。
　オペレーティング・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、
受取リース料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認識しておりま
す。

⑥ 非金融資産の減損
（ⅰ）有形固定資産及びのれん以外の無形資産の減損

　有形固定資産及びのれん以外の無形資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の有無を判断してお
ります。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか大き
い方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的
価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減
損テストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャ
ッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合
しております。資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、減損損失は純損益で認識しております。
　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しておりません。全社資産に減
損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積もっております。のれん
以外の資産については、過去に認識した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候
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の有無を評価しております。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し
入れております。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償
却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れております。

（ⅱ）のれんの減損
　のれんは、企業結合のシナジーから便益を得られると期待される資金生成単位又は資金生成単位グル
ープに配分し、その資金生成単位又は資金生成単位グループに減損の兆候がある場合、及び減損の有無
に関わらず各年度の一定時期に、減損テストを行っております。減損テストにおいて資金生成単位又は
資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失は資金生成単位又は資金
生成単位グループに配分されたのれんの帳簿価額から減額し、次に資金生成単位又は資金生成単位グル
ープにおけるその他の資産の帳簿価額の比例割合に応じて各資産の帳簿価額から減額しております。の
れんに関連する減損損失は戻し入れておりません。

⑦ 引当金
（ⅰ）引当金

　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当
該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のあ
る見積りができる場合に認識しております。引当金は、貨幣の時間価値が重要な場合には、見積将来キ
ャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現
在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。

（ⅱ）資産除去債務
　資産除去債務については、当社グループが使用する機械装置、賃借事務所及び建物等に係る原状回復
義務に備え、過去の原状回復実績を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各設備や物件の状
況を個別に勘案して見積り、計上しております。これらの費用は、機械装置、賃借事務所及び建物等に
施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおります
が、将来の事業計画等により影響を受けます。なお、将来の見積費用及び適用された割引率は毎年見直
され、修正が必要と判断された場合は当該資産の帳簿価額に加算又は控除し、会計上の見積りの変更と
して処理しております。

⑧ 収益
　当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等やIFRS第16号「リース」に
基づいて認識される収益を除き、顧客との契約について、顧客への財又はサービスの移転との交換によ
り、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で以下のステップを適用することにより、収益を認識し
ております。
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ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社グループの事業内容は、主に顧客企業の設計開発領域に対して、設計開発プロセスのデジタル化及
び運用・定着支援等の一貫したソリューションを提供するデジタルソリューション事業の単一セグメント
であります。当社グループがお客様に提供するサービス形態別（以下、事業形態別という）には、ソリュ
ーション事業、デジタルツイン事業及びエンジニアリング事業があり、主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点等は以下の通りであります。

（ⅰ）ソリューション事業
　ソリューション事業においては、設計業務プロセスの構築に係るコンサルティングや設計開発業務の
デジタル化に係るソフトウエアの選定及び実装、それらの定着支援等のサービスを提供しております。
当該サービスについては、当社グループは契約に基づき制作物等を納品する義務を負っております。当
該履行義務は、制作物等が完成し、顧客の検収時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認
識しております。
　また、ソリューション事業のうち、当社グループが代理人に該当すると判断したものについては、他
の当事者が提供する役務と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益とし
て認識しております。履行義務の識別に際し、当社グループが当事者として取引を行っているか、代理
人として取引を行っているかの判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主
たる責任の有無、在庫リスクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しておりま
す。
　ライセンスの販売、保守サービスなど複数の成果物を提供する複数要素取引については、主にそれぞ
れの構成要素が別個の履行義務として識別される場合に、取引価格を独立販売価格に基づき比例的に配
分し、それぞれの履行義務について収益を認識しております。
　取引における対価は、顧客との契約に基づき、顧客へサービスを提供した時点から概ね１ヵ月で支払
を受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。また、顧客との契約において約束
された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。

（ⅱ）デジタルツイン事業
　デジタルツイン事業においては、高性能ドライビングシミュレータを利用したバーチャルテスト環境
の提供から、プラントモデルの開発、評価、開発プロセス改革の提案まで、顧客が抱える課題を解決す
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るための各種サービスをワンストップで提供しております。当該サービスについては、当社グループは
契約に基づき制作物等を納品する義務を負っております。当該履行義務は、制作物等が完成し、顧客の
検収時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
　取引における対価は、顧客との契約に基づき、顧客へサービスを提供した時点から概ね１ヵ月で支払
を受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。また、顧客との契約において約束
された対価で測定しております。

（ⅲ）エンジニアリング事業
　エンジニアリング事業においては、当社グループのエンジニアが、顧客における設計開発業務の一員
として業務支援をするサービスを主に提供しております。当該サービスについては、当社グループは顧
客との契約期間にわたり設計開発業務支援サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務
は、契約期間にわたりサービスに対する支配が顧客に移転することから、一定期間にわたり履行義務を
充足していくものと判断し、当該役務を提供するにつれて収益を認識しております。
　取引における対価は、顧客との契約に基づき、顧客へサービスを提供した時点から概ね１ヵ月で支払
を受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。また、顧客との契約において約束
された対価で測定しております。

⑨ 法人所得税
　法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するも
の、及び直接資本の部又はその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。
なお、当社グループは、グループ通算制度を適用しております。

（ⅰ）当期税金
　当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定しております。税
額の算定にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、
期末日までに制定又は実質的に制定されている税率及び税法に従っております。

（ⅱ）繰延税金
　繰延税金は、期末日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異、繰越欠
損金及び繰越税額控除に対して認識しております。
　繰延税金資産は将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰延税額控除について、それらを利用できるだけ
の課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しております。繰延税金負債は、原則としてすべて
の将来加算一時差異について認識しております。
　なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。

・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
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事業形態別
合計ソリューション

事業
デジタルツイン

事業
エンジニアリング

事業
売 上 収 益 3,549百万円 220百万円 2,543百万円 6,314百万円

・企業結合取引ではなく、取引時に会計上の利益にも税務上の課税所得（欠損金）にも影響を与え
ず、かつ、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引から発生する
資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異に関しては、予測可能な将来に当該一時差異が解消し
ない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が低い場合
・子会社に対する投資に係る将来加算一時差異に関しては、一時差異の解消する時期をコントロール
することができ、予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合

　繰延税金資産及び負債は、期末日において制定されている、又は実質的に制定されている税率及び税
法に基づいて資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税率及び税法に
よって測定しております。
　繰延税金資産及び負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、
かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。

⑩ 従業員給付
（ⅰ）短期従業員給付

　短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用と
して計上しております。
　賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負っており、信頼性
のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づき見積られる額を負債として認識しております。

（ⅱ）退職後給付
　当社グループは確定給付制度に分類される複数事業主による年金制度に加入しております。これらに
ついては、確定給付の会計処理を行うための十分な情報を入手できないことから、確定拠出制度と同様
の会計処理を行っております。

２. 収益認識に関する注記
(1) 収益の分解

　当社グループの売上収益は、顧客との契約から認識された収益であり、主要な事業形態別に分解した場合
の内訳は以下のとおりであります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
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当連結会計年度
（2026年２月28日）

顧客との契約から生じた債権

売掛金（注） 880百万円

　「１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 （４）会計方針に関する事項 
⑧　収益」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約残高

　契約残高（独立表示したものを除く）の内訳は以下のとおりであります。

（注）売掛金は連結財政状態計算書の「営業債権及びその他の債権」に含まれております。

　契約負債は主に、ソリューション事業におけるライセンス販売の履行義務について、役務提供前に顧客
から受け取った対価であります。顧客からの入金時に契約負債を計上し、顧客への役務の提供等、契約に
基づいた履行義務を充足した時点で契約負債を収益へ振り替えております。当連結会計年度に認識した収
益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は153百万円であります。なお、当連結会計年度
において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要なものはありません。

② 残存履行義務
　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法
を使用して、残存履行義務に関する情報を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中
に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は当社グループの会計方針の適用、資産・負債・収益
及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り並びに仮定の設定を行っております。これらの見積り及び仮定
は、過去の経験及び利用可能な情報を収集し、報告日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案
した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は
実際の結果と異なる可能性があります。また、見積り及び仮定は継続して見直しております。会計上の見積り
の変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識しております。
　翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額の重要な修正につながるリスクを伴う見積りを行った項目は
以下の通りであります。

(１) のれんの減損
　当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上したのれんの金額は4,964百万円であります。のれんについ
て、減損テストにおける回収可能価額は使用価値により算定しております。使用価値の算定における重要な
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有形固定資産の減価償却累計額 477百万円

仮定は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、経営者が承認した事業計画等を基礎とした将来キャッシ
ュ・フローの見積額を、当該資金生成単位又は資金生成単位グループの加重平均資本コストを基礎とした割
引率により、現在価値に割引いて算定しております。事業計画の対象期間を超える将来キャッシュ・フロー
予測を推定するために適用した成長率は、将来の不確実性を考慮して計算しております。これらの仮定は、
経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響
を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する
金額に重要な影響を与える可能性があります。なお、当連結会計年度において、資金生成単位グループの回
収可能価額が帳簿価額を十分に上回っていることから、減損テストに用いた主要な仮定が合理的な範囲で変
更されたとしても、使用価値が帳簿価額を下回る可能性は低いと判断しております。

(２) 有形固定資産及びのれん以外の無形資産の減損
　当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した有形固定資産及びのれん以外の無形資産の金額は1,429
百万円及び112百万円であります。有形固定資産及びのれん以外の無形資産について、減損が生じている可
能性を示す事象があるかを検討し、減損の兆候が存在する場合には、当該資産について減損テストを実施し
ております。減損テストを実施した結果、回収可能価額が帳簿価額を上回っており減損損失は計上しており
ません。減損テストにおける回収可能価額は、使用価値により算定しております。使用価値の算定に際して
は、資産の耐用年数、経営者が承認した事業計画等を基礎とした将来のキャッシュ・フローの見積額及び割
引率等について一定の仮定を設定しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定
しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、見直しが必要と
なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

(３) 繰延税金資産の回収可能性
　当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した繰延税金資産の金額は272百万円であります。繰延税金
資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。繰延税
金資産の認識に際しては、課税所得が生じる可能性の判断において、経営者が承認した事業計画等を基礎と
して将来獲得し得る課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額を算定しております。
　事業計画等は経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動に
よって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、繰延
税金資産の回収可能性の評価が異なる可能性があります。

４. 連結財政状態計算書に関する注記
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普通株式 7,823,150株

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年４月21日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 232 30 2026年２月28日 2026年５月29日

普通株式 324,880株

５. 連結持分変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

　該当事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

(3) 当該連結会計年度の末日における会社が発行している新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない
ものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の種類及び数

６. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 財務上のリスク管理
　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスクとして信用リスク・流動性リスク・金
利リスクに晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。当社グ
ループは、資金の運用については、投機的な取引は行わない方針であり、安全性の高い金融資産に限定し
ております。

（ⅰ）信用リスク管理
　信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループ
に財務上の損失を発生させるリスクであります。信用リスクは、主に当社グループの顧客に対する営業
債権から生じます。
　営業債権については、取引先毎に期日及び残高を管理しており、財務状況の悪化等の早期把握により
リスク軽減を図っております。
　連結計算書類に表示されている金融資産の帳簿価額は、当社グループの金融資産の信用リスクに対す
るエクスポージャーの最大値であります。なお、信用リスクのエクスポージャーに関し、担保として保
有する物件及びその他の信用補完するものはありません。
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　当社グループでは、営業債権に対し、常に全期間の予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金を測定し
ております。
　また、営業債権以外の償却原価により測定される金融資産については、12ヵ月以内に生じる予想信
用損失と等しい金額で貸倒引当金を測定しております。なお、営業債権及び営業債権以外の償却原価に
より測定される金融資産について、過去の実績率や将来の経済状況等を勘案し、金額的に重要性がない
と見込まれるため貸倒引当金を計上しておりません。

（ⅱ）流動性リスク管理
　流動性リスクは、現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行する際に
困難に直面するリスクであります。当社グループは、必要な資金について、基本的に自己資金を充当す
ることとしておりますが、財務状況及び資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実行でき
なくなる流動性リスクに晒されております。
　当社グループは、各部署からの報告に基づき、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、不測
の事態においても必要支払予定額に不足することのないように手元流動性の維持とともに、金融負債の
返済のため計画的に資金を確保することで流動性リスクを管理しております。また、当社グループでは
資金繰り状況及び見通しの把握を随時行うことで、流動性リスクを軽減しております。

（ⅲ）金利リスク管理
　当社グループは、金融機関から変動金利による借入を行っていることから、金利の変動リスクによる
将来キャッシュ・フローの変動の影響を受ける可能性があります。当該金利変動リスクを低減するため
に、変動金利相場の現状及び今後の見通しについて適時モニタリングを行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公
正価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。当該分類において、それぞれの公正価値
のヒエラルキーは、以下のように定義しております。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

① 公正価値で測定される金融商品
　現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権（IFRS第16号「リース」に関するものは除く）、営
業債務及びその他の債務、その他の金融負債（IFRS第16号「リース」に関するものは除く）は、短期間
で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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帳 簿 価 額 公 正 価 値

償却原価で測定する金融資産

その他の金融資産

敷金 84百万円 80百万円

合計 84百万円 80百万円

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分 773円10銭
(2) 基本的１株当たり当期利益 153円03銭

（ⅰ）その他の金融資産
　敷金の公正価値は、償還予定時期を見積り敷金の回収可能額を、安全性の高い長期の債券の利回りに
信用リスクを勘案した割引率で割り引いた現在価値により測定しており、公正価値ヒエラルキーレベル
２に分類しております。

（ⅱ）借入金
　短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
　長期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入
実行後大きな変動はないことから、契約上の金額は公正価値に近似しており、公正価値ヒエラルキーレ
ベル２に分類しております。

② 償却原価で測定する金融商品
　償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。なお、連結財政状態計
算書において公正価値と帳簿価額が近似している金融商品は、以下の表には含めておりません。

７. １株当たり情報に関する注記

（注）基本的１株当たり当期利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり親会社所
有者帰属持分は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

－ 28 －



2026/04/22 13:00:13 / 26341423_プログレス・テクノロジーズ　グループ株式会社_招集通知

連結注記表

８. 重要な後発事象に関する注記
当社は、2026年１月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、2026年３月25日をもって
当該決議に基づく自己株式の取得を完了いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由
　株主への利益還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策の遂行及び取締
役・従業員へのインセンティブ・プラン等の活用を目的として、自己株式の取得を行ったものです。

(2) 取得の内容
① 取得した株式の種類　　普通株式
② 取得した株式の総数　　205,100株
③ 株式の取得価額の総額　299百万円
④ 取得方法　　　　　　　取引一任契約に基づく市場買付
⑤ 取得期間　　　　　　　2026年２月２日～2026年３月25日
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株主資本等変動計算書

(2025年３月１日から2026年２月28日まで)
株 主 資 本

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10 1,334 424 1,758 △398 △398 － 1,369 26 1,395

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 － － － － 1,003 1,003 － 1,003 － 1,003

新 株 の 発 行 647 647 － 647 － － － 1,295 － 1,295

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △106 △106 － △106

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － － － － － △４ △4

当 期 変 動 額 合 計 647 647 － 647 1,003 1,003 △106 2,192 △4 2,187

当 期 末 残 高 657 1,981 424 2,405 605 605 △106 3,561 21 3,583

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産　　　　　定額法を採用しております。
無形固定資産　　　　　定額法を採用しております。
　　　　　　　　　　　ソフトウェアは、利用可能期間(5年)による定額法により償却しております。

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費　　　　　　株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準
賞与引当金　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しており

ます。

(5) 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主として子会社からの経営指導料及び受取配当金等となります。経営指導料について

は、子会社向けに経営指導、経理・労務等の管理業務を契約期間にわたって継続的に提供することを履行
義務としており、契約に基づく金額を各月で算出し収益を認識しております。また、受取配当金について
は、配当金の効力発生日をもって認識しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① グループ通算制度の適用

当社はグループ通算制度を適用しております。

② その他
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,780百万円
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① 短期金銭債権 275百万円
② 短期金銭債務 30百万円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 1,484百万円
販売費及び一般管理費 7百万円

営業取引以外の取引高
受取利息 3百万円
支払利息 20百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式については、市場価格のない株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としてお

り、株式の大半は超過収益力を加味した価格で取得しております。超過収益力を加味した価格で取得し
た関係会社株式については、減損処理の要否を検討するに当たり、取得原価と超過収益力を反映した実
質価額を比較し、超過収益力等の低下が認められるものについて減損処理を行うこととしております。

関係会社株式の評価は、経営者による仮定や判断による不確実性を伴うものであり、実質価額の算定
において、前提となる見積りや仮定に変動が生じ、当該実質価額の算定額が変動した場合には、翌事業
年度以降において影響を与える可能性があります。

3. 貸借対照表に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

(2) 保証債務
下記の会社の金融機関からのリース契約に対して、債務保証を行っております。

Ｓ＆ＶＬ株式会社　534百万円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　0 百万円

4. 損益計算書に関する注記

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,200株
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6. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税、賞与引当金繰入限度超過額等であります。

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理

及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税
の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、

2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これ
に伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及
び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この変更に
よる影響は軽微であります。
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種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取引内容 取 引 金 額

（百万円） 科 目 期 末 残 高
（百万円）

子 会 社
プ ロ グ レ ス ・
テクノロジーズ
株 式 会 社

直接 100.0％
所有

　

役員の兼務

経営指導等

資金の調達

債務被保証

経営指導・
シェアード
サ ー ビ ス
(注)１

475 売 掛 金 261

資金の返済
(注)２ 1,000 関 係 会 社

長期借入金 3,200

借入に対す
る支払利息
(注)２

20 未 払 費 用 9

金融機関か
らの借入金
への債務保
証(注)３

2,495 － －

子 会 社 S & V L 株 式 会 社 直接 100.0％
所有

　

役員の兼務

経営指導等

資金の貸付

債務保証・被保証

資金の貸付
(注)４ 100 関 係 会 社

長期貸付金 550

貸付に対す
る受取利息
(注)４

3 未 収 収 益 1

金融機関か
らの借入金
への債務保
証(注)３

2,495 － －

リース契約
への債務保
証(注)５

534 － －

7. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 取引条件及び取引決定方針等については、市場実勢を勘案し、交渉の上で決定しております。

２. 資金の借入の金利については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また返済条件
に関しては期限一括方式であり、担保は提供しておりません。

３．当社の全ての金融機関からの借入金に対して、債務保証を受けております。保証料は支払っておりま
せん。なお、取引金額には、当事業年度末における借入金の残高を記載しております。

４．資金の貸付の金利については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また返済条件
に関しては期限一括方式であり、担保は提供しておりません。

５．子会社の金融機関からのリース契約に対して、債務保証を行っております。保証料は受け取っており
ません。なお、取引金額には、当事業年度末における未経過リース料の残高を記載しております。

６．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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(1) １株当たり純資産額 459円43銭
(2) １株当たり当期純利益 129円95銭

8. 収益認識に関する注記
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(5)収益及び費用の計上基準」に記載の通りでありま

す。

9. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自
己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

10. 重要な後発事象に関する注記
　連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。
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